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 日本では、1950 年に制定された狂犬病予防法により狂犬病対策が強力に推進

された結果、当時年間 1000 例ほど報告されていた犬の狂犬病は清浄化が進み、

1956 年の 6 頭の発生を最後に現在まで報告されていない。一方、世界的には、

狂犬病がない国・地域は極めて少なく、狂犬病予防法に基づき清浄国・地域と

して認めてられているのは、豪州、ニュージーランド、ハワイ、フィジー、グ

アム、アイスランドの 6 カ国・地域である。日本では、狂犬病予防法に基づき

犬の所有者は年 1 回のワクチン接種が義務付けられるとともに、犬および猫を

輸入する際には輸出国での 2回ワクチン接種、抗体検査、180日間の待機からな

る厳しい輸入検疫規則が適用されている。清浄国におけるワクチン接種の必要

性については、狂犬病の侵入リスク、仮に侵入した場合のまん延リスクなどを

考慮して判断する必要がある。日本への狂犬病の侵入経路にはさまざまな経路

がある。動物検疫所を通じて毎年約 1 万頭の犬・猫が輸入されているほか、在

日米軍により毎年 1000～2000頭の犬・猫が輸入されている。また、北海道に寄

港するロシア船からの不法上陸犬についても侵入源としての危険性が指摘され

ている。本研究は、これらの侵入経路を通じた日本への狂犬病の侵入リスクを

定量的に評価するとともに、仮に侵入した場合の狂犬病がまん延予測に有用な

データの収集、現在日本で使用されている狂犬病ワクチンの有効免疫付与期間

の推定、狂犬病ワクチン接種策の経済的な効率性を明らかにすることを試みた

ものであり、以下の 5章からなる。 

 第 1 章では、日本への犬および猫の輸入に伴う狂犬病侵入リスクの定量的評

価をおこなった。動物検疫所および米軍を通じた犬・猫の輸入に伴う侵入経路

として計 14の経路からなるシナリオツリーを作成し、各シナリオに関係する事

象に文献調査などにより推定した確率分布を当てはめることにより、侵入リス

クを推定した。その結果、現行の輸入規則が守られる限り侵入リスクは 49,444

年（90％予測区間（PI）：19,170～94,641 年）に 1 回であることが確認された。 

 第 2 章では、北海道に寄港するロシア船からの不法上陸犬を通じた狂犬病の

侵入リスクの評価を行った。ロシア船は犬が海難事故防止に役立つとの迷信の

下、犬を乗船させる習慣がある。狂犬病に感染した犬が乗船し、北海道の港で

不法上陸し、日本の動物と接触し侵入の原因となる可能性があるとの前提の下、

不法上陸犬による狂犬病侵入リスクの評価を行った。その結果、ロシア船から

の不法上陸犬による侵入リスクは 108万年に 1回程度であることが判明した。 

第 3 章では、仮に狂犬病に感染した動物が日本に侵入した場合、飼育犬間で



の接触や飼育者の行動が感染拡大の原因となることが予想されることから、飼

育犬間の接触率や飼育者の行動意識の調査を行った。ペット保険会社を通じて

質問票を配布したところ、全国 46 都道府県の犬の所有者 1151 人から回答を得

た。その結果、散歩中に飼育犬が他の飼育犬と接触する確率は 0.83 (95％信頼

区間（CI）: 0.81～0.85)であり、一日平均接触回数は 2.73 (95％CI: 2.42～3.11) 

回であった。また、散歩中に犬による咬傷事故等が発生した場合の飼育者の行

動については比較的高い評価結果が得られ、狂犬病のまん延防止の観点から適

切な行動をとることが予測された。 

第 4 章では、2012～2015 年に狂犬病ワクチン接種を受けた飼育犬 144 頭が保

有する抗体価のデータを用いて、日本で使用されている狂犬病ウイルス RC-HL

株犬用ワクチンの有効性評価を行った。その結果、1 回のワクチン接種で 12 カ

月間十分な抗体価を維持した犬の割合は 74.7％ (95％PI: 51.4～90.5％)と推定

された。2～4 回および 5 回以上接種した犬が十分な抗体価を維持する確率は、

それぞれ 96.6％（95％PI：83.1～99.3％）および 98.7％（95％PI：96.9～99.6％）

であった。先行研究の結果を基にしたメタ解析の結果では、1回接種の犬では少

なくとも 12 カ月間十分な抗体価を維持した犬の割合は 83.8％ (95％CI : 66.1

～97.5％) と推定され、少なくとも 2 回以上接種した犬では 94.7％ (95％CI：

87.7～99.1％)と推定された。 

第 5 章では、第 1 章および第 2 章の侵入リスク評価の結果並びに自治体関係

者とのインタビュー調査結果などを基に推定した狂犬病ワクチン接種にかかる

年間費用、狂犬病発生時の防疫にかかる費用をもとに便益費用分析を行った。

その結果、狂犬病ワクチン接種の実施にかかる年間費用は 180 億円 (90％PI：

167～222億円)と推定された。狂犬病ワクチン接種策を継続した場合、狂犬病が

発生した時の経済損失は 1.9億円 (90％PI：1.3～2.5億円)となり、一方で、仮

にワクチン接種策を廃止した場合の経済損失は約 3倍の 5.6億円 (90％PI：4.5

～6.9 億円)と推定され、狂犬病の侵入リスクを考慮すると、経済的には日本の

狂犬病ワクチン接種策は非常に非効率的であることが示唆された。 

 以上の結果から、日本への狂犬病の侵入リスクは現行制度の下では極めて小

さく、そのような中でとられている狂犬病ワクチン接種策は、侵入時の経済損

失を抑える効果はあるが、経済的には非常に非効率な政策であることが判明し

た。このような状況の中、将来ワクチン接種回数を減らす場合には現行の毎年 1

回から 2、3年に 1回に減らしても有効な免疫を有する犬の割合はほとんど変化

しないことも判明した。これらの結果は、日本における狂犬病対策の見直しの

検討にあたり有用な情報を提供するとともに、これらの研究を通じて開発され

たリスク評価手法は学術上応用上寄与するところが少なくない。よって、審査

委員一同は本論文が博士（農学）の学位論文として価値あるものと認めた。 


